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広 島 県 健 康 福 祉 局 長 

                         〒730-8511 広島市中区基町 10-52 
                         医療介護基盤課 
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原油価格・物価高騰に係る医療事業者補助事業の受付開始について（通知） 

 

 このことについて，広島県では「原油価格・物価高騰に係る医療事業者補助事業」（以下「事

業」という。）を次のとおり開始しますので，貴会会員に周知してください。  

 

 １ 今後のスケジュール  

   令和５年 10 月 13 日（金） 対象事業者に申請書を発送開始・申請受付開始  

   令和５年 10 月 16 日（月） 電子申請受付開始  

  

 ２ HP の URL 

   https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/genyudaka.html 

   令和５年 10 月 13 日（金）・・・HP に申請書の発送開始を掲載  

                  その他要綱等必要書類を掲載  

   令和５年 10 月 16 日（月）・・・HP に WEB 申請を追加で掲載  

(Ａ) 令和5年4月1日以前に所在、申請時において休止していないこと、 

令和5年12月末までの間、運営を継続する予定である薬局 

→第１号該当はこちらから 

 

(Ｂ) 令和 5 年 10 月 1 日以前に所在、申請時において休止していないこと、 

令和 5 年 12 月末までの間、運営を継続する予定である薬局 

→第２号該当はこちらから 

 

 【添付書類】  

  ・補助金チラシ  

・補助金交付要綱  

 

 ※対象施設からのお問い合わせにはコールセンターをご案内してください。 

  【問い合わせ先】 

  広島県原油価格・物価高騰に係る医療事業者補助金事務局 

   電話 ０５０－３６４４－９３０８ 

   受付時間 平日 午前８時半～午後５時１５分（年末年始を除く） 

 

                  【対象施設 薬局以外】 

                  担当   医療施設グループ 

                  電話   082－513-3056 

                  メール fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp 

                                             (担当者 高橋) 

                  【対象施設 薬局】 

                  担当  薬事グループ 

                  電話  082-513-3222 

                                    メール fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp 

                                           （担当者 小松） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/genyudaka.html
https://f6025b46.form.kintoneapp.com/public/28206918f5059ea613f0c6eabd8cbb303e9ec30a062d2e6a27559965fed29b25
https://f6025b46.form.kintoneapp.com/public/89bddb2abf69dc7c036a8b26510bdec92f8c87f9641bbfb6dfb30f14c3fa44e4


令和５年度広島県原油価格・物価高騰に係る医療事業者補助金申請の御案内 

 

この補助金は，公的価格により経営を行っている医療機関等に対して，原油価格・物価高騰に

よる光熱費や食材費などの高騰の影響を緩和するため，価格高騰の影響額の一部を支援するも

のです。補助対象施設には 10 月 13 日に申請書を発送しています。 

１ 対象施設及びその条件 

  対象施設は，次のいずれかで，①～④の条件をすべて満たす施設です。 

対象施設 

  

 

 

 

 （※同一施設であはき・柔道整復のそれぞれで指定を受けている施術所の場合はいずれか１つ） 

条件：①～④の条件をすべて満たすこと 

① 令和５年４月 1 日以前又は令和５年 10 月 1 日以前に広島県内に所在していること 

② 国，県，市町又は一部事務組合等が開設者ではないこと 

③ 令和５年４月 1 日時点又は令和５年 10 月 1 日以前及び申請時において休止していないこと 

④ 令和５年 12 月末までの間，運営を継続する予定であること（事業の廃止又は休止の予定がない） 

  

２ 交付額 

  交付額は，次の表のとおりです。 

医療機関の区分 
（A）令和５年 4 月 1 日

以前に所在 

（B）令和５年 10 月 1 日

以前に所在 

病院 35 千円／床 11 千円／床 

有床診療所 466 千円／施設 151 千円／施設 

無床診療所（歯科診療所も含む） 117 千円／施設 38 千円／施設 

薬局 59 千円／施設 19 千円／施設 

施術所 11 千百円／施設 3 千６百円／施設 

  （A）及び（B）に重複して該当する場合は（A）に該当するものとして交付します。 

  

(２) 病院及び有症診療所の場合は，申請時に休床している病床数により減額されます。 

 （A）の場合 

区分 交付額 
 1 床以上稼働の交付額 全床が休床

の交付額 １～19 床 20 床～ 

病院 35 千円／床 
466 千円

／施設 

稼働病床数

×35千円 117 千円 

／施設 
有床診療所 466 千円／施設  

 

  

保険医療機関（病院・診療所・歯科診療所） 

 保険薬局 

 受領委任取扱い施術所の指定を受けた施設（あはき・柔道整復）※ 

 

申請時に
休床があ
る場合 



（B）の場合 

区分 交付額 
 1 床以上稼働の交付額 全床が休床

の交付額 １～19 床 20 床～ 

病院 11 千円／床 
151 千円

／施設 

稼働病床数

×11千円 38 千円 

／施設 
有床診療所 151 千円／施設  

    

３ 申請受付期間 

  令和５年 10 月 13 日（金）～※令和５年 12月 15日（金） 

               （※郵送は必着，電子申請は 17 時 15 分まで） 

 

４ 申請方法 

  申請方法は，郵送申請又は電子申請となります。 

 ①郵送申請 

  申請書は，対象となる施設へ事務局から郵送します。 

  同封の申請書にご記入の上，添付書類を添付し，同封の封筒で事務局へ郵送してください。 

 ②電子申請 

  次の URL 又は QR コードからアクセスし，様式のエクセルに入力の上，スキャナー又は撮 

影した添付書類の電子ファイルとともに，送信してください。 

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/genyudaka.html 

 

５ 提出書類 

  令和５年原油価格・物価高騰に係る医療事業者支援金交付申請書兼実績報告書 

  振込口座の写し（申請者名義のものに限る。通帳の表面及び見開き１・２ページ。 

キャッシュカードの写しは不可。） 

 

６ 問い合わせ先 

  広島県原油価格・物価高騰に係る医療事業者補助金事務局 

   電話 050-3644-9308 

   受付時間 平日 午前８時 30 分～午後５時 15 分（年末年始を除く） 

        

   ※対面での対応はしておりません。必ず郵送または電子申請で申請してください。 

 

申請時に
休床があ
る場合 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/genyudaka.html


 
 

 
 

   
    

 
 

  
 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

1  
 1

12 31
 

 10 1
10

12 31
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
  

    
   

  

 

 
 

 
  

  



 
 5  

 
 

 
  

 
 

 
  12 5 6
 

 5 6
 

 
 

10    

 
 

 
 

 
11  

 
 

 
12  22 37 

 
 

77 
 

 
 

 
 

13  
 

 
 

14  21
10  

 
 

15   
 
     
  
 
     
 10  
  



( ) 
 

 
 

  
3 1  3 1  

     

     

     

     

     

 
    

 
1  

  



 
 

 
 

                                
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
  

 
 

  

        

   
       

 
  

 
      

 

      
 

  

  

 
 

 

  

 

     
 
 

      

     
 
 

      

     
 
 

      

     
 
 

      

     
 
 

      

  
  

 
    

  
 

  
          

       
           

      
         
         

                              
  



 
  
 

  
          

       
           

      
         
         

                              
  

 

 
 

 
  

  
  

 

   
  
 

 
 

 
 

  
         

         
         

        
        

 

 
 
 
  



 
 

   
 

                                
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
  

 
 

  

        
 

   
       

 
  

 
      

 

      
 

  

  

 
 

 

  

 

     
 
 

      

     
 
 

      

     
 
 

      

     
 
 

      

     
 
 

      

  
  

 
      

  
 

  
          

       
           

      
         
         

                              
  



 

 
 

 
  

  
  

 

   
  
 

 
 

 
 

  
         

         
        

        
       

 

 
 
 
  



 
      

 
 
       
 
 

 
 

          

 
 

 
 
 

      
 
 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


